
【導入】

皆さん、学校は好きですか？

教員の母を持つ私は、毎日元気に学校に通う、学校が大好きな子どもでした。

そして、私も今、教育者の道を志し、大学で教職課程を履修しています。

毎日子どもたちと向き合い、寄り添う、母の学校での話を憧れの念を抱きながら聞いています。

先日の話です。

母から外国人の子どもがクラスに増えてきたという話を聞きました。

ですが同時に、増加する外国人児童の陰で、ある問題が残っていることを聞いたのです。

本弁論では外国籍の子どもの不就学の問題と、その解決について訴えます。

【現状】

不就学児とは、小中学生にあたる年齢であり日本の公教育を受ける権利を持っているにもかかわら

ず、小中学校に在籍できていない子供を指します。

文部科学省の調査によると現在、日本に定住する外国籍の子どもは、約13万7千人おり、そのうち、
8000人以上が不就学の状態となっています。

さらに、彼らのうち、学校に通うことを拒否している人数は、半数以下です。

つまり、多くの不就学児は、不登校児と違い自分の意思に関わらず、学校に通うことができていない

状態となっているのです。

では不就学児は何をして過ごしているのでしょうか。

不就学となっている子どもの約4割は、日中の時間は何もせずに過ごしていると回答しています。
その子どものうち、自主的に勉強しているしているのはわずか8パーセント。
つまり、不就学児のほとんどが全く勉強することなく過ごしてしまっているのです。

ではなぜこのような状況が発生しているのでしょうか。それは、外国籍の子どもが、家庭環境に左右

されずに教育を受けられる制度が整えられていないからです。

現在の法制度では、外国籍の子供は教育を受ける権利はありますが、外国籍の保護者は子供に教

育を受けさせる義務がありません。

一方で日本国籍を持つ保護者は、この義務があり、違反した場合には罰金があります。

「教育を受ける権利」だけではなく、「保護者が子どもに教育を受けさせる義務」があることで、保護者

の判断で子どもが学校に通えないという事態を防いでいるのです。

文部科学省は、義務教育を、読み書き、計算だけではなく、社会生活を送るための人間性を育むも

のとしています。

しかし、外国籍の不就学児はこれらを育めないまま社会に放り出されてしまうのです。

実際に、中学校に通っていなかったブラジル人の少年。

彼は、16歳から工場で働いていましたが、事故に見舞われ解雇。
教育を受けていなかったため日本語も不自由で仕事は見つからず、違法薬物や窃盗などの犯罪に

手を染めてしまいました。
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このように、教育を受けられず、日本で十分な生活を送ることができていない人が存在しているので

す。

【政府政策原因融合】

ではなぜ、政府は外国籍の子供たちの教育を義務化していないのでしょうか。

それは、彼らにインターナショナルスクールに通う選択肢を残すためです。

そもそも、不就学児に認定されるには最低でも３か月の滞在が必要であり、長期間日本で過ごして

いる家庭の子供がこれに当たります。長期にわたる滞在で、子供たちが教育を受ける必要性は政府

も認識しているのです。

しかし現在、義務教育に当たる学校には、インターナショナルスクールが含まれていません。

小中学校に通うことを義務化してしまうと子供たちがこれらの学校に通えなくなってしまうのです。こ

れらの理由から、公教育の義務化には至っていません。

しかし、義務化がされていないことである問題が生じています。それは、自治体によって取り組みに

格差が生じていることです。

熱心に就学を促す自治体もありますが、実際には半数以上の自治体は外国人家庭に就学の働きか

けを行っていません。

働きかけを行っている自治体の職員も、「外国人に就学義務が無いことから、各家庭に踏み込んで

の説明は難しい」としており、就学義務がないことが課題となっています。

このような、自治体の不十分な対応は保護者に弊害をもたらしています。それは支援制度の周知が

不十分になっていることです。

文部科学省の調査によると、

保護者が子供を学校に通わせない理由は大きく分けて2つあり、１つがお金がないこと、そして2つ目
に言葉がわからないことがあげられています。

ですが現在、彼らを支援する就学援助制度という金銭面の政策、外国籍児童向けの教育体制は整

備がされているのです。

就学援助制度とは生活費に困窮する世帯を対象とした、学用品費、通学費から修学旅行費に至る

まで学校に通うのに必要な費用を国が支援する制度です。

また、外国籍児童向けの教育体制としては文部科学省が主導して日本語が不自由な子供のための

取り組みを進めています。具体的には、日本語を指導する教員の育成と配置、生活相談、ictを活用
した指導体制の構築などです。

自治体によるこれらの制度を周知させることは、保護者が抱える不就学の問題を解決します。しかし

現在、就学義務が課されていないことで国は自治体に制度の周知を義務付けられていないのです。

以上をまとめると、就学義務がないことによって、各家庭への積極的な制度の周知が行われず、本

来保証されている、教育を受ける権利が蔑ろにされています。

そしてこの現状を解決するためには、自治体がより積極的に外国籍の保護者に対しても教育を促せ

る仕組み作りが必要です。
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【問題点理念融合】

日本で働きはじめた親から呼び寄せられ、突然日本に来ることになった外国籍の子供たち。

幼少期を日本で育った彼らの居場所は、ここ、日本です。

大事な時期に教育を受けられなかった彼らは母国に帰っても苦労をするのは明らかです。

教育者を目指すものとして子供たちに教育を受けてほしい。

そして、外国籍の子供にも日本に来てよかった、日本で育つことができてよかったと思ってもらいた

い！

親の都合に左右され環境が変わり、ただでさえ大変な子供たちを義務教育という立場からサポート

していきたい、そう私は思うのです。

【プラン】

そこで私は一点のプランを提案します。

それは、学校教育法を改正し、外国籍の保護者にも、就学義務を課すことです。

現在、発生している問題は法的根拠がないことによるものです。

就学義務が存在することで、国が自治体に働きかけるように義務を課すことができるようになり、自

治体も法的根拠ができることで不就学となっている家庭への積極的なアプローチをすることが可能

になります。

その結果、全ての外国人の子供に最低限の教育を保障することができるのです。

しかし、このプランには一点の懸念があります。

それは、義務教育として認められていないインターナショナルスクールに通う子供の保護者が、義務

違反となってしまうことです。

そこで、インターナショナルスクールで教育を受けている場合も、就学義務を果たしているものとみな

します。

この際、文部科学省の認可を受け、教育機関として認定されているインターナショナルスクールを対

象にすることとします。

こうすることで、これらの学校に通う生徒は今まで通りインターナショナルスクールに在籍することが

できます。

彼らに必要な選択肢を維持しつつ、義務化をすることによって、全ての子供たちが教育を受けられる

環境を確保することができるのです。

【締め】

「一冊の本、一本のペン、一人の子、そして一人の師。それだけで世界は変わる」

パキスタンの人権活動家、マララ＝ユスフザイさんの言葉です。

私たちが当たり前に受けている教育。

その「当たり前」を求める、子どもたちの願いは切実です。
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全ての外国籍の子どもが教育を受けて、社会でたくましく生きていってほしい。

不就学児として社会から取り残される子供がいなくなる未来を願って、本弁論を終了いたします。

ご清聴ありがとうございました。
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